
- 33 - 

議案第１２６号 

   上越市液化石油ガス供給条例の一部改正について 

 上越市液化石油ガス供給条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和７年１２月４日提出 

                          上越市長  小 菅 淳 一 

 

   上越市液化石油ガス供給条例の一部を改正する条例 

上越市液化石油ガス供給条例（平成１６年上越市条例第１８１号）の一部を次のように改

正する。 

第４条中「又はバルク貯槽」を削り、「供給する方式」の次に「又はボンベにより個別に

供給する方式」を加える。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

 備考 

  １ この表に定める額は、税を含む額とする。 

  ２ 料金は、基本料金、従量料金及び設備料金の合計額（当該額に１円未満の端数があ

るときは、当該端数を切り捨てた額）とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 料金算定期間の末日がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）前の日である場

合の料金の算定については、なお従前の例による。 

３ 施行日前から引き続く液化石油ガスの使用者に係る施行日の属する料金算定期間の料金

は、当該料金算定期間の使用量を改正前の上越市液化石油ガス供給条例（以下「改正前条

例」という。）の規定による料金及び改正後の上越市液化石油ガス供給条例（以下「改正

後条例」という。）の規定による料金の適用日数に応じて按
あん

分し、それぞれの使用量で改

正前条例第９条において準用する上越市ガス供給条例（平成２８年上越市条例第６６号）

別表第２（調整単位料金に係る部分及び備考４を除く。）及び別表第３（調整単位料金に

基本料金（ガスメーター１

個につき 1月当たり） 
従量料金（１㎥当たり） 設備料金 
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係る部分及び備考４を除く。）の規定並びに改正後条例第９条において準用する上越市ガ

ス供給条例別表第２（調整単位料金に係る部分及び備考４を除く。）及び別表第３（調整

単位料金に係る部分及び備考４を除く。）の規定を適用して算定した額の合計額とする。

この場合において、改正前条例の規定による料金の適用日数に応じて按
あん

分された使用量に

１未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとし、改正後条例の規定による料

金の適用日数に応じて按
あん

分された使用量に１未満の端数があるときは、当該端数を切り捨

てるものとする。 


